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令

和

五

年

第

四

四

一

号

九

月

五

日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

令
和
五
年
度
定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜  

一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可  

四

保
安
林
の
指
定  

四

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）  

四

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
五
条
第
二
項
の
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項  

五

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）  

六

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
度
の

定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

種
畜
証
明
書

番
号

名
前

（
登
記
・
登
録
番
号
）

品
種

検
査
成
績

32144020006
Ａ

236

そ
の
他

級
外

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

32144020008
Ａ

260

そ
の
他

級
外

32144020010
Ａ

296

そ
の
他

級
外

32144020013
Ａ

351

そ
の
他

級
外

32144020016
Ａ

388

そ
の
他

級
外

32144020018
Ａ

397

そ
の
他

級
外

32144020023
Ａ

483

そ
の
他

級
外

32144020024
Ａ

490

そ
の
他

級
外

32144020025
Ａ

493

そ
の
他

級
外

32144020026
Ａ

542

そ
の
他

級
外

32144020027
Ａ

551

そ
の
他

級
外

32144020029
Ａ

558

そ
の
他

級
外

32144020045
Ａ

580

そ
の
他

級
外

32144020030
Ａ

581

そ
の
他

級
外

32144020031
Ａ

587

そ
の
他

級
外

32144020034
Ａ

619

そ
の
他

級
外

32144020036
Ａ

655

そ
の
他

級
外

32144020048
Ａ

764

そ
の
他

級
外

32144020050
Ａ

768

そ
の
他

級
外

32144020051
Ａ

773

そ
の
他

級
外

32144020052
Ａ

777

そ
の
他

級
外

32144020053
Ａ

788

そ
の
他

級
外

32144020056
Ａ

828

そ
の
他

級
外

32144020057
Ａ

829

そ
の
他

級
外

32144020058
Ａ

851

そ
の
他

級
外

32144020059
Ａ

852

そ
の
他

級
外

32244020001
Ａ

1779

そ
の
他

級
外

32244020002
Ａ

1793

そ
の
他

級
外

32244020004
Ａ

1795

そ
の
他

級
外

32244020005
Ａ

1802

そ
の
他

級
外



令
和
五
年
九
月
五
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

32244020006
Ａ

1805

そ
の
他

級
外

32244020010
Ａ

1832

そ
の
他

級
外

32244020011
Ａ

1839

そ
の
他

級
外

32244020012
Ａ

1840

そ
の
他

級
外

32244020013
Ａ

1847

そ
の
他

級
外

32244020016
Ｌ

Ｌ
5105

そ
の
他

級
外

32344020001
Ｌ

Ｌ
6307

そ
の
他

級
外

32344020002
Ｌ

Ｌ
6417

そ
の
他

級
外

32244020018
Ｔ

Ｌ
2597

そ
の
他

級
外

32244020020
Ｔ

Ｌ
2612

そ
の
他

級
外

32244020021
Ｔ

Ｌ
2660

そ
の
他

級
外

32344020003
Ｔ

Ｌ
4055

そ
の
他

級
外

32344020004
Ｔ

Ｌ
4090

そ
の
他

級
外

32344020005
Ｔ

Ｌ
4119

そ
の
他

級
外

32344020006
Ｔ

Ｌ
4162

そ
の
他

級
外

32344020007
Ｔ

Ｌ
4403

そ
の
他

級
外

32344020008
Ｔ

Ｌ
4407

そ
の
他

級
外

32344020009
Ｔ

Ｌ
4416

そ
の
他

級
外

32344020010
Ｔ

Ｌ
4443

そ
の
他

級
外

32344020011
Ｔ

Ｗ
3188

そ
の
他

級
外

32344020012
Ｔ

Ｗ
5566

そ
の
他

級
外

32344020013
Ｔ

Ｗ
7548

そ
の
他

級
外

32344020014
Ｔ

Ｗ
7579

そ
の
他

級
外

32344020015
Ｔ

Ｗ
8139

そ
の
他

級
外

32244020023
Ｕ

9176

そ
の
他

級
外

32244020026
Ｕ

9348

そ
の
他

級
外

32244020027
Ｕ

9355

そ
の
他

級
外

32244020028
Ｕ

9444

そ
の
他

級
外

32244020029
Ｕ

9449

そ
の
他

級
外

32244020032
Ｕ

9639

そ
の
他

級
外

32244020033
Ｕ

9641

そ
の
他

級
外

32244020035
Ｕ

9763

そ
の
他

級
外

32244020036
Ｕ

9812

そ
の
他

級
外

32244020037
Ｕ

9813

そ
の
他

級
外

32244020039
Ｕ

9852

そ
の
他

級
外

11298505222
幸

光
照

（
全

和
黒

14830）

黒
毛
和
種

１
級

11405323664
安

美
星

（
全

和
黒

15263）

黒
毛
和
種

１
級

11529012666
佐

倉
松

（
全

和
黒

15337）

黒
毛
和
種

１
級

11508873943
勝

白
清

（
全

和
黒

原
6192）

黒
毛
和
種

１
級

11469464211
主

太
皆

（
全

和
黒

原
6290）

黒
毛
和
種

１
級

11400228988
英

治
郎

（
全

和
黒

原
6379）

黒
毛
和
種

１
級

11600600324
真

剣
佑

（
全

和
黒

原
6443）

黒
毛
和
種

２
級

11413936443
宣

蔵
（

全
和

黒
原

6444）

黒
毛
和
種

１
級

11613897643
陸

利
奈

（
全

和
黒

15830）

黒
毛
和
種

１
級

11343986617
十

十
呂

（
全

和
黒

原
6485）

黒
毛
和
種

１
級

11628497371
天

兎
（

全
和

黒
原

6522）

黒
毛
和
種

１
級

32144010005
Ｂ

20−451

そ
の
他

級
外

32244010004
Ｂ

21−497

そ
の
他

級
外

32144010016
Ｄ

19−532

そ
の
他

級
外

32244010013
Ｄ

21−79

そ
の
他

級
外

32244010017
Ｄ

21−413

そ
の
他

級
外



令
和
五
年
九
月
五
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

32244010016
シ

ム
コ

　
リ

ス
タ

ー
　

オ
オ

イ
タ

ケ
ン

　
1　

0578
（

日
豚

Ｄ
種

　
Ｄ

Ｄ
44−Ａ

000218）

デ
ュ
ロ
ッ
ク

種

２
級

32244010006
Ｌ

21−396

そ
の
他

級
外

32244010007
Ｌ

21−399

そ
の
他

級
外

32244010010
Ｌ

21−631

そ
の
他

級
外

32144010010
Ｗ

20−207

そ
の
他

級
外

32144010012
Ｗ

20−468

そ
の
他

級
外

32144010013
Ｗ

20−558

そ
の
他

級
外

32244010011
Ｗ

21−602

そ
の
他

級
外

32244010012
Ｗ

21−622

そ
の
他

級
外

32344010001
Ｂ

21−356

そ
の
他

級
外

32344010002
リ

ト
ル

モ
ー

ト
ン

　
フ

ジ
サ

ク
ラ

　
フ

ロ
ン

テ
ィ

ア
　

1　
0661
（

日
豚

Ｂ
種

　
Ｂ

Ｂ
44−Ａ

000661）

バ
ー
ク

シ
ャ
ー
種

２
級

32344010003
デ

イ
ツ

シ
ヤ

ム
　

チ
ク

ゴ
71　

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

　
3　

0697
（

日
豚

Ｂ
種

　
Ｂ

Ｂ
44−Ａ

000697）

バ
ー
ク

シ
ャ
ー
種

２
級

32344010004
Ｂ

21−783

そ
の
他

級
外

32344010005
Ｂ

22−473
そ
の
他

級
外

32344010006
Ｄ

21−664
そ
の
他

級
外

32344010007
Ｄ

21−707

そ
の
他

級
外

32344010008
ビ

ッ
ク

　
ド

リ
ー

ム
　

オ
オ

イ
タ

ケ
ン

　
1　

0006
（

日
豚

Ｄ
種

　
Ｄ

Ｄ
44−Ａ

000221）

デ
ュ
ロ
ッ
ク

種

２
級

32344010009
Ｄ

22−35

そ
の
他

級
外

32344010010
Ｄ

22−36

そ
の
他

級
外

32344010011
Ｄ

22−165

そ
の
他

級
外

32344010012
Ｄ

22−396

そ
の
他

級
外

32344010013
Ｌ

22−429

そ
の
他

級
外

32344010014
Ｗ

21−725

そ
の
他

級
外

32344010015
Ｗ

22−204

そ
の
他

級
外

32344010016
Ｗ

22−387

そ
の
他

級
外

32344010017
Ｗ

22−438

そ
の
他

級
外

10244488671
平

福
安

（
全

和
黒

高
2049）

黒
毛
和
種

１
級

10842484853
安

森
照

（
全

和
黒

高
2054）

黒
毛
和
種

１
級

11344656885
隆

之
森

（
全

和
黒

原
5920）

黒
毛
和
種

１
級

11508397432
松

吹
雪

（
全

和
黒

原
6108）

黒
毛
和
種

１
級

11406198599
桜

萬
福

（
全

和
黒

原
6177）

黒
毛
和
種

１
級

11529015681
美

馬
桜

（
全

和
黒

原
6193）

黒
毛
和
種

１
級

11537638889
桜

花
久

（
全

和
黒

原
6219）

黒
毛
和
種

１
級

11554664960
加

代
白

清
（

全
和

黒
原

6194）

黒
毛
和
種

１
級

11425026996
葵

白
清

（
全

和
黒

15471）

黒
毛
和
種

１
級

11564404150
繁

百
合

（
全

和
黒

原
6274）

黒
毛
和
種

１
級

11554663420
安

白
清

（
全

和
黒

原
6275）

黒
毛
和
種

１
級

11575813828
百

合
文

福
（

全
和

黒
原

6315）

黒
毛
和
種

１
級

11384175407
福

富
白

清
（

全
和

黒
原

6352）

黒
毛
和
種

１
級

11575810629
秋

桜
幸

（
全

和
黒

原
6353）

黒
毛
和
種

１
級

11600822023
光

安
花

（
全

和
黒

原
6354）

黒
毛
和
種

１
級

11391643517
寿

恵
高

盛
（

全
和

黒
原

6410）

黒
毛
和
種

１
級

11613716036
平

福
富

（
全

和
黒

原
6423）

黒
毛
和
種

１
級

11613811113
幸

照
茂

（
全

和
黒

原
6422）

黒
毛
和
種

１
級



令
和
五
年
九
月
五
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

11417223716
高

福
花

（
全

和
黒

原
6421）

黒
毛
和
種

１
級

11613829163
葵

安
花

（
全

和
黒

原
6484）

黒
毛
和
種

１
級

11613824755
睦

百
合

（
全

和
黒

原
6483）

黒
毛
和
種

１
級

11408086221
富

勝
幸

（
全

和
黒

原
6550）

黒
毛
和
種

１
級

11413939666
福

勝
久

（
全

和
黒

原
6551）

黒
毛
和
種

１
級

11343985740
葵

正
鶴

（
全

和
黒

原
6511）

黒
毛
和
種

１
級

11395095886
勝

乃
藤

（
全

和
21子

大
分

黒
9612）

黒
毛
和
種

１
級

11613820023
勝

幸
久

（
全

和
21子

大
分

黒
12159）

黒
毛
和
種

１
級

11396447547
鶴

徳
（

全
和

21子
大

分
黒

3703）

黒
毛
和
種

１
級

11649515023
幸

千
風

（
全

和
21子

大
分

黒
12018）

黒
毛
和
種

１
級

11367754407
勝

乃
栄

（
全

和
22子

大
分

黒
1387）

黒
毛
和
種

１
級

11374781243
侍

侍
（

全
和

22子
大

分
黒

135）

黒
毛
和
種

２
級

11509711206
菊

光
星

（
全

和
黒

15285）

黒
毛
和
種

１
級

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

弥
生
土
地
改
良
区

佐
伯
市

令
五
・　

八
・
二
三

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　

宇
佐
市
安
心
院
町
畳
石
字
山
ノ
下
六
〇
八
番
・
六
〇
九
番
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

大
分
市
大
字
荷
尾
杵
字
古
田
一
二
〇
三
番
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件



令
和
五
年
九
月
五
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

中
部
振
興
局
並
び
に
大
分
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保

全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
伐
倒
駆
除
命
令
の
内
容
と
な
る

事
項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
。

　

な
お
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
森
林
、
樹
木
又
は
伐
採
木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
不
服
の
あ

る
も
の
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
知
事
に
不
服
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

区
域
及
び
機
関

　

１　

区
域

　
　
　

杵
築
市
、
国
東
市
及
び
佐
伯
市
の
区
域
内
に
存
在
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
及
び

関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

２　

期
間

　
　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
　

松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

　

松
く
い
虫
が
附
着
し
て
い
る
樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
の
伐

倒
及
び
破
砕
又
は
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　

一
の
１
に
定
め
る
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら

み
て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
同
区
域
の
松
林
に
重
大
な

損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　

１　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

２　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
破
砕
を
行
う
場
合
は
、
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
に
な
る
よ
う
に

破
砕
を
行
う
こ
と
。

３　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
三
に
掲
げ

る
樹
木
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
振
興
局
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
、
損
失
補
償
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。



令
和
五
年
九
月
五
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

４　

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
２
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５　

知
事
は
、
４
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
べ

き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ

き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
が
あ
る
。 ○

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
九
月
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員
及
び

大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数 

一
八
、
八
二
一
人

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

 

二
一
七
、
六
三
一
人

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大　
　

分　
　

市 

一
三
二
、
〇
八
三
人

別　
　

府　
　

市 

三
一
、
四
四
九
人

中　
　

津　
　

市 

二
二
、
五
三
八
人

日　
　

田　
　

市 

一
七
、
三
五
二
人

佐　
　

伯　
　

市 

一
九
、
二
〇
七
人

臼　
　

杵　
　

市 

一
〇
、
四
二
五
人

津　

久　

見　

市 

四
、
六
四
五
人

竹　
　

田　
　

市 

五
、
七
五
六
人

豊
後
高
田
市 

六
、
〇
九
四
人

杵　
　

築　
　

市 

七
、
七
七
七
人

宇　
　

佐　
　

市 

一
四
、
九
三
六
人

豊
後
大
野
市 

九
、
六
二
三
人

由　
　

布　
　

市 

九
、
三
一
七
人

国
東
市
・
姫
島
村　

 

八
、
一
三
九
人

日　
　

出　
　

町 

七
、
七
八
三
人

九
重
町
・
玖
珠
町 

六
、
五
六
二
人


